
 

 

 

 

 

 

  

  

【新型コロナウィルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の基本的感染対策の考え方について】 

新型コロナの感染対策は、令和 5年 5月 8日より現在の「法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組み」から 

「個人の選択を尊重し、国民の皆様の自主的な取り組みをベースにしたもの」に変更されます。 

 

【公費支援等の取り扱いについて】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【病院施設内ではマスクの着用をお願いします】 

マスクの着用につきまして、個人の判断に委ねることとなっていますが、厚生労働省は医療機関を受診する時は 

マスクの着用を推奨しています。 

当院には高齢の患者様等、重症化リスクの高い方が多くいらっしゃいますので発熱等の症状の有無を問わず 

院内ではマスクの着用をお願いいたします。 

ご理解、ご協力をいただきますようよろしくお願いいたします。 

   

                                                   

                                             

                                                       

新河端病院 理念 

 信頼と安心の医療 
・患者様に感動をしていただける医療を実践します  

・患者様に選んでいただける病院づくりを実践します 

 

 

「 患者さまの権利 」 
患者さまには次のような権利があります。 

私たちはその権利を尊重するような医療を行います。 

・医療を受ける権利 

・知る権利 

・自分で決定する権利 
・プライバシーを守られる権利 

医療法人 医修会 新河端病院 

 

 

 

 

病院に対するご意見ご希望、また「ふれあい」へのご意見をお聞かせ下さい。（備え付けの意見箱をご利用下さい。） 


